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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　浸出飲料を調製する装置であって：
・浸出させるべき材料を乾燥した状態で収納するカプセル（３）であり、フィルタ壁（１
１）を有する前面（４）、前記前面（４）を包囲するリング（６）、前記前面（４）とは
反対側の後面（５）、前記リング（６）と前記後面（５）との間に延在して浸出させるべ
き材料を収納するよう構成した容器を画定する一体ケーシング（７）を設けた、該カプセ
ル（３）を、前記カプセルの前面（４）がほぼ垂直方向に延在する所定位置に収容するよ
う構成した支持体（２）と；
・前記支持体（２）が前記カプセル（３）を収容するとき浸出用液体を前記カプセル（３
）内に導入するよう構成した注入手段と；
・ほぼ垂直方向に延在する開口（８）を有する浸出チャンバ（１）であって、前記ほぼ垂
直方向に延在する開口が前記フィルタ壁と流体連通するよう構成し、前記リング（６）が
流体交換ゾーンの外側の周囲環境に対して封止した流体連通を維持するよう構成した封止
手段を有する、該浸出チャンバ（１）と；及び
・浸出した液体が前記浸出チャンバ（１）から流出できるよう構成した開閉手段を設けた
出口と；
を備えた、該装置において、さらに、
・前記ほぼ垂直方向に延在する開口（８）の近傍で前記浸出チャンバ（１）の上側部分に
接続した前記浸出用液体の注入管を備えることを特徴とする、装置。
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【請求項２】
　請求項１記載の装置において、前記注入管は、浸出用液体を前記カプセル（３）の前面
（４）に注入するよう構成したエルボによって延長する、装置。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の装置において、前記浸出チャンバ（１）は、少なくとも部分的に
ポリフッ化物をベースとする材料、例えば、ＰＴＦＥ、ＦＥＰ、又はＰＦＡで形成する、
装置。
【請求項４】
　請求項３記載の装置において、前記カプセル（３）の支持体（２）は、ほぼ開放した構
造を有する着座部とする、装置。
【請求項５】
　請求項１～４のうちいずれか一項記載の装置において、さらに、すすぎ用液体を前記浸
出チャンバ（１）に導入するよう構成したクリーニング手段を備える、装置。
【請求項６】
　請求項１～５のうちいずれか一項記載の装置において、前記浸出用液体を加熱する手段
を備える、装置。
【請求項７】
　浸出飲料を調製する方法において：
・浸出させるべき材料を乾燥した状態で収納するカプセル（３）であって、フィルタ壁を
有する前面（４）、前記前面（４）を包囲するリング（６）、前記前面（４）とは反対側
の後面（５）、前記リング（６）と前記後面（５）との間に延在して浸出させるべき材料
を収納するよう構成した容器を画定する一体ケーシング（７）を設けた、該カプセル（３
）を、前記カプセルの前面がほぼ垂直方向に延在する所定位置をとるよう支持体に導入す
る導入ステップと；
・浸出用液体を前記カプセル（３）の前記容器内に注入する注入ステップと；
・前記カプセル（３）の容器と流体連通する浸出チャンバ（１）内で浸出した飲料を形成
するよう、浸出されるべき乾燥した状態の前記材料を浸出用液体で浸出させる浸出ステッ
プと；及び
・前記浸出ステップ後に、前記浸出チャンバ（１）の底部に配置した開口から浸出した液
体を流出させる流出ステップと；
を備え、
・前記カプセル（３）の容器内への浸出用液体の注入は、前記カプセル（３）の容器と流
体連通する状態にした前記浸出チャンバ（１）によって構成されるユニット内に注入する
ことで行うものとし、前記浸出用液体は、前記カプセル（３）の前記容器内に進入し、ま
た前記浸出チャンバ（１）に進入できるよう前記フィルタ壁（１１）に浸透し、
　前記浸出用液体は、前記フィルタ壁（１１）から前記カプセル（３）の前記容器内に進
入し、また次に他の方向に前記浸出チャンバ（１）に向かって浸透する、方法。
【請求項８】
　請求項７記載の方法において、前記浸出ステップの一部は前記注入ステップと同時に生
ずるようにする、方法。
【請求項９】
　請求項７又は８記載の方法において、前記浸出用液体の注入は、頂部から底部に向けて
行い、前記浸出チャンバ（１）及び／又はカプセル（３）の前記容器内に既に存在してい
る前記浸出用液体に乱流を生ぜしめ、前記浸出用液体の内容物を均質化する、方法。
【請求項１０】
　請求項７～９のうちいずれか一項記載の方法において、さらに、すすぎ用液体を前記浸
出チャンバ（１）内に導入し、また前記浸出チャンバ（１）から流出させるクリーニング
ステップを備える、方法。
 
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、浸出飲料を調製する装置であって：
・浸出させるべき材料を乾燥した状態で収納するカプセルであり、フィルタ壁を有する前
面、前記前面を包囲するリング、前記前面とは反対側の後面、前記リングと前記後面との
間に延在して浸出させるべき材料を収納するよう構成した容器を画定する一体ケーシング
を設けた、該カプセルを、前記カプセルの前面がほぼ垂直方向に延在する所定位置に収容
するよう構成した支持体と；
・前記支持体が前記カプセルを収容するとき浸出用液体を前記カプセル内に導入するよう
構成した注入手段と；
・ほぼ垂直方向に延在する開口を有する浸出チャンバであって、前記ほぼ垂直方向に延在
する開口が前記フィルタ壁と流体連通するよう構成し、前記リングが流体交換ゾーンの外
側の周囲環境に対して封止した流体連通を維持するよう構成した封止手段を有する、該浸
出チャンバと；及び
・浸出した液体が前記浸出チャンバから流出できるよう構成した開閉手段を設けた出口と
；
を備えた、該装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　このような装置又は方法は、例えば、特許文献１（欧州特許第２１１２０９３号）から
既知である。しかし、この特許文献によれば、水をカプセルの後面から注入し、したがっ
て、後面に穿刺する必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】欧州特許第２１１２０９３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　不利なことに、カプセルの後面穿刺は、一方では後面を穿刺するのに使用される先端部
を水平方向にほぼ完全に整列させることを必要とし、また他方では破断ゾーンを有するカ
プセルを製造することを必要とする。このとき、破断させるべき後面に完全に直交する先
端部を得るために精密な機構を必要とするため、このような装置の製造は複雑なものとな
り、このことは長年の装置使用は故障を招く危険性がある。さらに、カプセルは、しばし
ば先端部に突き刺さったままとなり、人手の介入なしには容易に取外すことができず、こ
のことは、時々装置の一部を取り外す、又はカプセルを配置するゾーンに容易にアクセス
できるようにすることを必要とする。どんな場合でも、カプセル後面に穿刺する先端部使
用には、装置設計及びカプセル設計及び先端部が使用後にクリーニング又は交換されない
ときの食料品の観点から幾つかの欠点を伴うものである。
【０００５】
　本発明の目的は、マシン設計を簡素化し、カプセルが先端部上で動けなくなる又は先端
部に突き刺さったままとなる問題を解決することができる本発明を得ることによって従来
技術の欠点を克服するにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この問題を解決するため、本発明によれば冒頭記載の装置において、さらに、前記ほぼ
垂直方向に延在する開口の近傍で前記浸出チャンバの上側部分に接続した前記浸出用液体
の注入管を備えることを特徴とする。
【０００７】
　このようにして、浸出用液体は、注入管によって浸出チャンバの頂部から浸出チャンバ
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に進入し、リングと後面との間に延在する一体ケーシングによって画定され、浸出させる
べき材料が位置する容器と流体連通する浸出チャンバを構成するユニットに徐々に充填す
るよう流入する。カプセル容器にも浸出チャンバと同じ速度で徐々に充填される。
【０００８】
　１つの代替的実施形態において、浸出チャンバに供給する浸出用液体は頂部から底部に
流れ、既に存在している浸出用液体の部分に対して乱流を生じて、浸出チャンバ内に受容
された浸出用液体に乱流を形成し、時間の経過により浸出した液体となる浸出用液体の均
質化を高め、この浸出用液体と混合する。さらに、この浸出チャンバ経由の注入液体の注
入は、浸出チャンバに存在する浸出用液体の温度とカプセル容器内に存在する浸出用液体
の温度との間に３～１０℃、一般的には５℃の温度差を生ずることができる。このことに
より、カプセル容器内を最適な浸出温度にすることができるとともに、浸出チャンバにお
ける浸出用液体を僅かに高い温度に維持し、したがって、浸出時間後に依然として十分熱
い浸出した飲料を供することができる。浸出用液体の注入段階全体にわたり、新たに注入
される浸出用液体は、既に存在している浸出用液体を加熱することに留意されたい。
【０００９】
　他の代替的実施形態において、前記注入管は、浸出用液体をカプセルの前面に注入する
よう構成したエルボによって延長する。このようにして、浸出用液体は先ずカプセル容器
に供給され、次に浸出チャンバに供給される。したがって、カプセル容器に供給される浸
出用液体は頂部から底部に流れ、カプセル容器内に既に存在している浸出用液体の部分に
対して乱流を生じて、浸出用液体に乱流を形成し、時間の経過により浸出した液体となる
浸出用液体の均質化を高め、この浸出用液体と混合する。さらに、この浸出チャンバ経由
の注入液体の注入は、浸出チャンバに存在する浸出用液体の温度とカプセル容器内に存在
する浸出用液体の温度との間に３～１０℃、一般的には５℃の温度差を生ずることができ
る。このことにより、カプセル容器内を最適な浸出温度にすることができるとともに、浸
出チャンバにおける浸出用液体を僅かに低い温度に維持し、したがって、浸出継続時間後
に依然として十分熱い浸出した飲料を供することができる。浸出用液体の注入段階全体に
わたり、新たに注入される浸出用液体は、既に存在している浸出用液体を加熱することに
留意されたい。
【００１０】
　有利には、本発明による装置の浸出チャンバは、少なくとも部分的にポリフッ化物をベ
ースとする材料、例えば、ＰＴＦＥ、ＦＥＰ、又はＰＦＡにより形成する。
【００１１】
　特別な実施形態において、前記カプセルの支持体は、ほぼ開放した構造を有する着座部
とする。
【００１２】
　好適には、本発明による装置は、さらに、すすぎ用液体を前記浸出チャンバに導入する
よう構成したクリーニング手段を備える。
【００１３】
　本発明の特に好適な実施形態において、装置は、前記浸出用液体を加熱する手段を備え
る。
【００１４】
　有利には、本発明による装置は、さらに、前記浸出用液体を加熱する手段に接続する、
又は前記浸出用液体を加熱する手段を有する浸出用液体のリザーバを備える。
【００１５】
　有利な実施形態において、本発明による装置は、さらに、一方で前記浸出用液体注入管
に接続し、また可能であれば浸出用液体の前記リザーバの形式とした浸出用液体源に接続
したポンプを備える。
【００１６】
　本発明による本発明は、さらに、好適には、一方で前記浸出用液体注入管に接続し、ま
た浸出用液体を加熱する前記加熱手段に接続する浸出用液体源に接続したポンプを備える
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。
【００１７】
　本発明による代替的実施形態において、装置は、さらに、前記浸出用液体注入管に接続
し、また前記ポンプが存在するとき、可能であれば前記ポンプの上流又は下流で浸出用液
体源に接続した圧力調節装置を備える。
【００１８】
　特に好適な実施形態において、前記浸出用液体注入管は直線的ゾーンを有し、この直線
的ゾーンの一方の端部を前記浸出チャンバに接続し、前記直線的ゾーンがほぼ垂直方向に
延在する。
【００１９】
　さらに他の特別に好適な実施形態において、前記浸出用液体注入管の前記直線的ゾーン
は、少なくとも部分的にポリフッ化物をベースとする材料、例えば、ＰＴＦＥ、ＦＥＰ、
又はＰＦＡで形成する。
【００２０】
　とくに、前記浸出用液体注入管の前記直線的ゾーンは、前記浸出チャンバに一体に形成
し、また例えば、前記浸出チャンバ及び前記直線的ゾーンの同時成形によって得る。
【００２１】
　完全に有利かつ好適な様態において、前記浸出チャンバは頂部を有し、前記頂部におい
て、第１頂部水平方向正接面及び前記浸出チャンバを２つの部分に分割する正中面が通過
するものとし、前記２つの部分のうち第１の部分が前記ほぼ垂直方向に延在する開口を有
するものとし、前記ほぼ垂直方向に延在する開口も、前記第１頂部水平方向正接面に平行
である第２水平方向正接面が通過する頂部を有し、前記浸出用液体注入管を、浸出用液体
が通過するよう前記浸出チャンバの外壁に貫通する浸出用液体通過用のオリフィスを介し
て前記浸出チャンバに接続し、前記浸出用液体通過用のオリフィスは、前記第１頂部水平
方向正接面と、前記第２水平方向正接面との間で前記第１の部分に位置する。
【００２２】
　本発明による装置の他の実施形態は、特許請求の範囲に記載する。
【００２３】
　本発明の目的は、さらに、浸出飲料を調製する方法であり、
・浸出させるべき材料を乾燥した状態で収納するカプセルであって、フィルタ壁を有する
前面、前記前面を包囲するリング、前記前面とは反対側の後面、前記リングと前記後面と
の間に延在して浸出させるべき材料を収納するよう構成した容器を画定する一体ケーシン
グを設けた、該カプセルを、前記カプセルの前面がほぼ垂直方向に延在する所定位置をと
るよう支持体に導入する導入ステップと；
・浸出用液体を前記カプセルの前記容器内に注入する注入ステップと；
・前記カプセルの容器と流体連通する浸出チャンバ内で浸出した飲料を形成するよう、浸
出されるべき乾燥した状態の前記材料を浸出用液体で浸出させる浸出ステップと；及び
・前記浸出ステップ後に、前記浸出チャンバの底部に配置した開口から浸出した液体を流
出させる流出ステップと；
を備える方法を得るにある。
【００２４】
　本発明方法は、前記カプセルの容器内への浸出用液体の注入は、前記カプセルの容器と
流体連通する状態にした前記浸出チャンバによって構成されるユニット内に注入すること
で行うものとし、前記浸出用液体は、前記カプセルの前記容器内に進入し、また前記浸出
チャンバに進入できるよう前記フィルタ壁に浸透することを特徴とする。
【００２５】
　有利には、前記浸出用液体は、前記フィルタ壁から前記カプセルの前記容器内に進入し
、また次に他の方向に前記浸出チャンバに向かって浸透するものとする。
【００２６】
　本発明による方法の有利な実施形態において、前記浸出ステップの一部は前記注入ステ
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ップと同時に生ずるようにする。
【００２７】
　有利には、前記浸出用液体の注入は、頂部から底部に向けて行い、前記浸出チャンバ及
びカプセルにより構成されるユニット内に既に存在している前記浸出用液体に乱流を生ぜ
しめ、前記浸出用液体の内容を均質化する。
【００２８】
　好適には、本発明による方法は、すすぎ用液体を前記浸出チャンバ内に導入し、また前
記浸出チャンバから流出させるクリーニングステップを備える。
【００２９】
　有利には、本発明方法は、さらに、浸出した液体を前記浸出チャンバから流出させた後
、前記カプセルを前記支持体から排出するステップを備える。
【００３０】
　本発明による方法の他の実施形態は特許請求の範囲に記載する。
【００３１】
　本発明の他の特徴、詳細及び利点は、非限定的説明目的である以下の記載及び添付図面
から明確になるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明による装置の概略図である。
【図２】本発明による浸出チャンバ及びカプセルの概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　図面において、同一又は等価な要素には同一参照符号を付している。
【００３４】
　図１から分かるように、浸出飲料調製装置は、浸出させるべき材料を乾燥した状態で収
納するカプセル３であって、フィルタ壁を有する前面４、前面４を包囲するリング（図示
せず）、前面４とは反対側の後面５、及び前記リングと前記後面との間に延在して浸出さ
せるべき材料を収納するよう構成した容器を画定する一体ケーシング７を設けた、該カプ
セル３を、前面４がほぼ垂直方向に延在する所定位置に収容するよう構成した支持体２を
備える。この支持体２は、ほぼ開放した構造を有し、また軸線周りに回動する着座部の形
態をとる。
【００３５】
　本発明装置は、さらに、支持体２がカプセル３を収容するとき浸出用液体をカプセル３
内に導入するよう構成した注入手段と、及びほぼ垂直方向に延在する開口８を有する浸出
チャンバ１であって、ほぼ垂直方向に延在する開口８がフィルタ壁と流体連通するよう構
成し、前記リングが流体交換ゾーンの外側の周囲環境に対して封止した流体連通を維持す
るよう構成した封止手段を有する、該浸出チャンバ１と、を備える。
【００３６】
　本発明装置は、さらに、浸出した液体が浸出チャンバから流出できるよう構成した開閉
手段を設けた出口を備える。
【００３７】
　ほぼ垂直方向に延在する開口８の近傍で浸出チャンバの上側部分に浸出用液体注入管を
接続する。
【００３８】
　浸出用液体の注入管は、一方の端部を前記浸出チャンバ１に接続する直線的ゾーンを有
し、直線的ゾーンがほぼ垂直方向に延在する。浸出用液体の注入管における直線的ゾーン
は、少なくとも部分的にポリフッ化物をベースとする材料、例えば、ＰＴＦＥ、ＦＥＰ、
又はＰＦＡで形成する。
【００３９】
　さらに、浸出用液体の注入管における直線的ゾーンは、浸出チャンバ１と一体構成にし
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、例えば、浸出チャンバ１及び直線的ゾーンを同時成形することによって得る。
【００４０】
　図１から分かるように、浸出チャンバ１は頂部を有し、この頂部において、第１頂部水
平方向正接面及び浸出チャンバ１を２つの部分に分割する正中面が通過するものとし、前
記２つの部分のうち第１の部分が前記ほぼ垂直方向に延在する開口８を有するものとし、
前記ほぼ垂直方向に延在する開口８も、第１頂部水平方向正接面に平行である第２水平方
向正接面が通過する頂部を有し、浸出用液体の注入管を、浸出用液体が通過するよう浸出
チャンバ１の外壁に貫通するオリフィス介して前記浸出チャンバ１に接続し、前記浸出用
液体が通過するオリフィスは、前記第１頂部水平方向正接面と、前記第２水平方向正接面
との間で前記第１の部分に位置する。
【００４１】
　図２は、本発明による浸出チャンバ１及びカプセル３を示す。カプセル３は、浸出させ
るべき材料を乾燥した状態で収納するために設け、またフィルタ壁１１を有する前面４、
前面４を包囲するリング６、前面４とは反対側の後面５、及び前記リングと前記後面との
間に延在して浸出させるべき材料を収納するよう構成した容器を画定する一体ケーシング
７を設け、前面４はほぼ垂直方向に延在する。
【００４２】
　本発明の有利な態様は、原料収納のカプセル３を収容し、またカプセル３内に液体を注
入し、次いで浸出チャンバ内へと浸出チャンバ経由させることにより原料の抽出を行うこ
とを意図する装置に関する。
【００４３】
　カプセル３は２つの部分間に位置決めする。２つの部分は、カプセル３を挿入又は排出
するための開放位置から、加熱液体をカプセル３内に通過させる閉鎖位置へと互いに相対
移動可能となるよう構成する。
【００４４】
　少なくとも一方の可動部分は、液体注入装置によって液圧的に作動して閉鎖位置に移動
可能とする。
【００４５】
　この目的のため、本発明装置は、第１端部及び第２端部を有するシリンダ９であって、
第１端部が接触ゾーン１０を有する、好適には、カプセル３の後面５を押圧するよう構成
した平面状表面を持つ接触ゾーン１０を有する、該シリンダ９と、及びシリンダ９と浸出
チャンバ１との間に水平方向の相対並進運動を生じ、圧縮力を前記封止手段に加えること
によって流体連通を維持するよう前記カプセル３と前記浸出チャンバ１との間の封止を維
持する構成とした並進手段と、を備えるものとし、この並進手段をシリンダ９に連結し、
シリンダ９は後退した第１位置及び接触する第２位置をとることができ、並進手段はシリ
ンダ９を第１位置と第２位置との間で変位させるよう構成し、この第２位置は、カプセル
３が浸出チャンバ１と封止接触し、また圧縮力を封止手段に加える位置に対応する。
【００４６】
　既存エネルギー又は人的エネルギーを用いる簡単な並進手段は、低電圧モータのような
付加的装置を使用することがなく、カプセル３と浸出チャンバ１との間の封止を維持して
両者間の封止流体連通を確実にするよう浸出チャンバ１とシリンダ９との間における相対
並進運動を行うことを可能にする。
【００４７】
　原則として、本発明装置は、原料収納のカプセル３を収容する飲料調製マシンを構成す
る。例えば、このマシンは、コーヒー、紅茶、チョコレート、又はスープを調製するマシ
ンとする。とくに、この装置は、調製すべき飲料の原料、例えば、挽いたコーヒー又は紅
茶又はチョコレート又はココア又は粉ミルクを収納するカプセル３内部に熱水又は他の液
体を通過させることにより、浸出チャンバ１内で調製を行うよう構成する。
【００４８】
　本発明装置は、それぞれ異なる浸出温度を必要とする浸出させるべき材料を収納するカ
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プセル３を包囲する。例えば、或る紅茶は６０～９５℃の範囲における温度で浸出する。
【００４９】
　本発明の目的は、様々な材料を、フィルタ壁を有するカプセル３内に包囲され、材料を
浸出させるのに必要な温度にできるだけ近い温度の液体に接触させて浸出できるようにす
ることである。
【００５０】
　本発明装置は、さらに、カプセル３に連結及び封止するよう配置した浸出チャンバ１を
備える。カプセルは少なくとも１杯を供し得る容量にする。したがって、液体を注入する
プロセスは、浸出チャンバ１を充填することができる。このプロセスにおいて、注入され
る液体は浸出チャンバ１の材料に接触して温度損失を生ずる。
【００５１】
　本発明は、有利にも、注入される液体温度を、カプセル３内で浸出するのに必要な温度
にできるだけ近似する温度に維持することができる。フィルタ壁は、カプセル３内の温度
を維持するのに有利な温度拡散慣性を生ずる。
【００５２】
　本発明によれば、さらに、この液体注入プロセスに起因して浸出の均質性を保証するこ
とができる。実際、浸出中における液体注入は、カプセル３内に含まれる液体を浸出チャ
ンバ内に含まれる液体と調合させ、またカプセル３内に収納されて浸出させるべき材料を
撹拌することもできる。
【００５３】
　本発明によれば、さらに、有利にも、カプセル３又は他の剛性若しくは半剛性のケーシ
ングを使用し、穿刺装置によってケーシング穿刺し、この穿刺ツールから液体を注入する
熱飲料調製装置が遭遇する問題を回避する。このツールの刺入及び抜出しには大きな力を
必要とする。カプセルの取出しは、このツールの抜出しによって一層複雑となり得る。
【００５４】
　この問題回避目的のため、支持体２は、ケーシングの形状に補完し合う形状を有する基
本構造を備える着座部の形態とする。この着座部は、頂部がほぼ開放しており、カプセル
降下中にカプセル３を受け取ることができるようにし、また取付けゾーン１５及び取付け
ゾーン１５に一体のセグメントを設け、着座部２の中央水平面に対して２５～８０°の角
度をなす突出部１３と、並びに取付けゾーン１５とセグメントとの間でオリフィスを設け
た接合部とを備え、この接合部にはこの突出部に対してほぼ横方向に延在する回動軸線が
通過する。取付けゾーン１５が着座部２を接合部１７に連結するとともに、セグメント１
４は、接合部１７から遊端まで延在し、追従子ピストン１８のための衝合ゾーンを有する
。
【００５５】
　追従子ピストン１８はカム１９によって運動させられ、このカム１９は、例えば、サー
ボモータによって動作する、又はバルブに結合したカムシャフトによって動作するギアと
一体にする。カム１９は、少なくとも１つの第１輪郭部分２１と、第２輪郭部分２０とを
有し、これら輪郭部分それぞれが追従子ピストンを移動させる。
【００５６】
　第１輪郭部分２１は、追従子ピストンが圧力を衝合ゾーンに力を加えて着座部がカプセ
ルを収容する位置をとり、またカプセル３の前面４を浸出チャンバ１のほぼ垂直方向に延
在する開口８に整列させることができる追従子ピストンの位置に対応する。
【００５７】
　第２輪郭部分２０は、追従子ピストンを浸出位置からアイドル位置に釈放して、もはや
いかなる圧力も衝合ゾーンに加えることなくカプセル３を釈放し、釈放したカプセル３を
収容するよう構成したコンテナに転移させることができる追従子ピストンの位置に対応す
る。
【００５８】
　実際、本発明による装置によれば、装置の２つの可動部分のうち少なくとも一方が閉鎖
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位置をとるとき、カプセル３を挿入位置から浸出位置に送ることができ、また浸出後にこ
の可動部分が開放するときカプセル３を排出位置に送り、カプセル３を単なる重力作用の
下で自然と離脱させることができる。使用済みカプセル３を回収するドロワ又は任意な他
の手段内に落下し、また利用者は装置に対してカプセル再装填の準備ができる。
【００５９】
　これら種々の位置を管理するため、装置は、カプセル３を収容する位置に配置させる、
又はカプセル３を重力によって排出できる位置に配置させることが可能な回動着座部を備
える。
【００６０】
　本発明による装置は、さらに、カプセル３の着座部、すなわち支持体２の位置を、浸出
チャンバ１に固有のプロセスを考慮して調和させることができる。
【００６１】
　有利には、この浸出チャンバ１は、カプセル３内に収納される材料を浸出することがで
きる加熱した水を注入する１回又は複数回のサイクルを有する。この水注入段階は、カプ
セル３の浸出チャンバに対する完璧な位置決め及び封止、並びに浸出した液体の流出チャ
ネルの閉鎖位置を必要とする。
【００６２】
　浸出継続時間後に流出チャネルをカップの方向に開放する。
【００６３】
　代表的には、この装置は多重チャネルバルブを有する。液体が流出した後に、浸出チャ
ンバ１をすすぐための液体又はガスを注入する第２プロセスを開始する。このプロセスは
、カプセル３の支持体を、カプセルを収容しかつ浸出チャンバ１に依然として封止した状
態に維持してスタートする。この後、カプセル３の支持体２を排出位置に送り、カプセル
３を重力により排出する。この段階は、すすぎサイクルの終了時にカプセル３が存在する
ことなく、したがって、カプセル内に依然として残存することがあり得る浸出した液体が
浸出チャンバ１内に流入するリスクがなく実施することができる。
【００６４】
　カムによって決定される支持体の位置は、浸出した液体又は浸出チャンバ１のすすぎ液
体の流れを管理する多重チャネルバルブの位置に関連する。
【００６５】
　本発明は上述の実施形態に限定するものではなく、また特許請求の範囲から逸脱するこ
となく大きな変更を加えることができること勿論である。
【符号の説明】
【００６６】
　１　　浸出チャンバ
　２　　支持体
　３　　カプセル
　４　　前面
　５　後面
　６　　リング
　７　　一体ケーシング
　８　　開口
　９　　シリンダ
１４　　セグメント
１５　　取付けゾーン
１７　　接合部
１８　　追従子ピストン
１９　　カム
２０　第２輪郭部分
２１　第１輪郭部分
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